
〈再生可能エネルギー利用設備の導入（必須項目）〉

■低炭素建築物認定基準 その他講ずべき措置(１)
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選択項目の1つとして
「設置する水栓の半数以上に
節水水栓の採用」がある

〈低炭素化に資する措置（選択項目）〉

■低炭素建築物認定基準 その他講ずべき措置(２)
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